
仕  様  書 

 

１ 件  名 

令和８年度研究用ガスの購入（単価契約） 

 

２ 購入対象 

  別紙「数量内訳書」のとおり 

 

３ 納入期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 納入方法 

 （１）原則として、別紙「数量内訳書」に記載のボンベ設置場所へ納入するものとする。 

    ただし、委託者が別途指定する日時・場所に納品するように指示した場合には、そ

れに従うこと。 

 （２）上記３の期間中は、２４時間の受注体制を確保し、緊急時には休日・夜間を問わず、

１時間以内に納入すること。 

 （３）納入に伴う容器等の条件は、以下のとおりとする。 

    ① 納入に用いる容器等は、納入業者の貸与品とし、容器は高圧ガス保安法等所管

法令等に基づく耐圧検査に合格したものであること。 

  ② 契約終了後において、容器内に納入済みのガスが残存している場合には、空に

なるまでの間、貸与を継続するものとする。 

 

５ 履行場所 

  地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所 

 

６ 支払方法 

毎月の実績分を取りまとめ、検査終了後適法な請求書を受領した後に支払う。 

 

７ 秘密保持   

 受託者は、本業務を行うにあたって知り得た医療上、技術上の情報及び個人情報等を契約

理上の目的以外に使用してはならない。 

 

８ 環境により良い自動車利用 

本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、「都民の健康と安全

を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第２１５号）」及びその他法令の規



定に基づき、次の事項を遵守すること。 

（１）ディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

（２）自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減 

等に関する特別措置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内で登録可能な自動車

であること。なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質少装置装着証

明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。 

 

９ そ の 他 

（１）本契約において、納入期間内に推定総金額に達した場合には、契約期間満了を待

たずに契約を打ち切る。 

（２）本仕様書に明示されていない事項について疑義が生じた場合は、別途受託者と協

議のうえ決定する。 

 

 

【担当】 

地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 

健康長寿イノベーションセンター 

研究支援ユニット 

電話：０３－３９６４－３２４１(内線１２６７) 

 


